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平成２５年度 第１回東成区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時  平成25年８月８日（木） 14時30分から16時40分まで 

 

２ 開催場所  東成区民センター 2階大ホール 

 

３ 出席者の氏名 

【委員】 

  清水 弘(議長)、濵田 麗史(副議長)、市田 稔子(委員)、上田 利明(委員)、 

  大垣 孝子(委員)、大西 田鶴子(委員)、岡本 秀男(委員)、小川 治海(委員)、 

  篠﨑桂子(委員)、舩津 一男(委員)、松下 栄美子(委員)、宮田 孝夫(委員)、 

  米谷 晴生(委員)、 

【市会議員】 

岡崎 太 

【東成区役所】 

森 伸人(東成区長)、久保田 信也(東成区副区長)、與那 敏雄(総務課長)、 

西山 明子(総合企画担当課長)、中浦 進(区政総括担当課長)、 

中川 隆央(まちづくり推進担当課長)、谷口 恭英(窓口サービス課長)、 

笹部 毅(保健担当課長)、大西 茂樹(生活支援担当課長)、中川 正己(保健福祉課長) 

 

４ 委員に意見を求めた事項  平成24年度東成区運営方針自己評価結果について 

   

５ 議事内容（発言者氏名及び個々の発言内容） 

【與那課長】  大変長らくお待たせいたしました。 

 皆さん、本日は大変お忙しい中、またお暑い中、東成区区政会議にご出席を賜りまして、

まことにありがとうございます。ただいまから平成２５年度第１回東成区区政会議を開催

いたします。私は、東成区役所総務課長の與那でございます。 

 まず、議案に入ります前に一言お断りをさせていただきます。皆様方にお配りしており

ます資料の２ページ目に委員名簿をつけておると思っておりますが、よろしいでしょうか。

委員の氏名の記載につきましてはあいうえお順、５０音順で記載をしております。お席の
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配席のほうもこちらのほうから５０音順で配席ということになっておりますので、一言申

し上げておきたいと思います。 

 この区政会議につきましては、平成２５年３月に大阪市会において条例が制定されまし

た。市民の代表である市会におきまして、区政会議の仕組みを承認していただいたことに

よりまして、大阪市全体で認知されたものとなりました。今後も条例に基づきまして、区

長は区民の皆さんの意見やニーズをしっかりと把握いたしまして、区民の皆さんに区政運

営に参画していただき、評価していただくことになります。 

 本日は、岡本美智子委員、上小牧委員、中村委員は所用のためご欠席、また桑田委員、

西野委員は途中から出席というご連絡をいただいておりまして、現在１８人中１３人の委

員にご出席をいただいております。したがいまして、区政会議の運営の基本となる事項に

関する条例第７条５項の規定によりまして、本日の会議は有効に成立しておることを、ま

ずご報告申し上げます。 

 それでは、開会に先立ちまして、区長からご挨拶を申し上げます。 

【森区長】  どうもこんにちは。座って失礼いたします。委員の皆様、本日はお忙しい

中、また大変猛暑の中、区政会議にご出席いただき、まことにありがとうございます。ま

た、平素は区政の推進に多大なご理解と多大なご協力を賜り、厚く厚く御礼申し上げます。 

 先ほどより事務局から説明がありましたが、区政会議は条例に基づき設置されているも

のでございます。これまで以上に区民の皆さんのご意見やニーズの把握、区政運営の参画、

評価を行っていただく重要な場となりました。本日議題となっております平成２４年度運

営方針自己評価結果は、昨年度東成区で取り組んできた事業等の振り返りを行い、区とし

て取り組むべき戦略の進捗状況を示したものになっております。この場でいただきました

ご意見につきましては、今後の区政運営の参考にさせていただくとともに、可能なものに

ついては関係部署とも調整して課題解決を図るように尽力してまいります。委員の皆様に

は忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 

 簡単でございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【與那課長】  次に、条例につきまして中浦課長から説明をさせていただきます。 

【中浦課長】  皆さん、こんにちは。お暑い中お集まりいただきまして、まことにあり

がとうございます。東成区役所の区政総括担当課長の中浦と申します。よろしくお願いい

たします。すいません、失礼して座って説明させていただきたいと思います。 
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 区政会議の条例化につきましては、先ほど司会の與那のほうからも若干説明がございま

したとおり、今年の３月に、大阪市議会、市会のほうで条例化ということになりました。

お手元にお配りしております参考資料１から４、こちらのほうをごらんいただくことにな

ろうかと思いますが、一番まとめとしまして参考資料１番、これ、右肩に参考資料１と記

載してございます「区政会議について」というものをごらんいただけたらと思っておりま

す。こちらのほうにまとめさせていただいておりますが、先ほど申し上げましたように本

年３月に条例が制定されて、６月１日に条例が施行、規則も施行されております。これま

では２番に書いてございますとおり、区における総合行政の推進に関する規則に基づき区

政会議を設置してきたところですが、今回の条例化ということで全市的な統一基準をルー

ル化するとともに、市民の代表である市会においてそのルールを承認していただき、大阪

市全体で認知されたものにするために条例化されたということでございます。条例のほう

で区政会議での意見を聞く事項なんかも規定をされていっております。 

 今回、皆様、引き続き、前年度、２年前からですか、実際は２年前から区政会議の委員

さんにご就任いただいておりますけれども、任期を９月末日までということで、ちょっと

継続させていただいた次第でございます。といいますのは、１０月１日から新体制の区政

会議ということで始めてまいりたいと考えております。といいますのは、ＰＤＣＡサイク

ルをうまく回していくと。ＰＤＣＡと申し上げますと、Ｐというのはプラン、計画です。

ドゥ、実行です。Ｃというのはチェックを行って、その上でＡ、アクションという、その

頭文字をとってＰＤＣＡサイクルと申しておりますけれども、そういったものを区政運営

でしっかりと回していくということをやっていくということから、その観点から１０月１

日からの任期ということにさせていただき、これは大阪市２４区全ての取り扱いと、全市

的なルールということでやっていこうと考えてございます。 

 委員さんにつきましては、区政会議３番に書いてございますけれども、条例及び規則で

定めておりまして、区政会議の委員は区民、学識経験者、あと公募の委員ということで決

めております。東成区の場合は、１０月からまた改めて委員様につきましては選定してま

いりたいとは考えてはおりますけれども、規則の中では１０名以上５０名以下という定数

の中で実施をしていくと。公募委員につきましては、現在８月１５日までということで、

「ひがしなりだより」でも公募のお知らせをさせていただいておりますけれども、現在５

名を定数として公募している状況でございます。 

 最後に４番ということで、委員から求める意見について、先ほども申し上げましたとお
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り条例でも規定をさせていただいておりますけれども、１つ目に書いてございます、区政

会議は区民等からの多様な意見を聴取することが目的であり、委員間で意見を闘わせて会

議として１つの結論を目指すものということではございません。ですので、採決のような

ことは行わないということでございます。意見を聴取する事項につきましては、区の総合

的な計画に関する事項、いわゆる区将来ビジョン、前回ご意見を頂戴いたしました将来ビ

ジョンでありますとか、年度ごとに定めております主な施策、区運営方針、予算も含めま

してですが、そういった施策についてのご意見とその評価、今回この会議を開かせていた

だいておりますけれども、きょう行います、いわゆる１年間やってきた区政についての運

営方針について振り返りというところで、私ども区役所で自己評価をしておりますので、

それについてのご意見を頂戴するというようなことで、皆様からご意見を頂戴していくと

いうことでございます。ただ、最後の２行に書いてございますとおり、委員の自発的な議

論により定数の３分の２以上の多数をもって決議されたときは、区長はこれを尊重し、権

限の範囲内で適切な措置を講ずるよう努めなければならないというような規定もございま

すが、基本的には皆様から多種多様なご意見を頂戴して区政運営に反映していくというの

が趣旨でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、簡単ではございますけれども、条例等の制定につきまして私のほうからのご説明

とさせていただきます。 

【與那課長】  ただいまご説明申し上げました中にもありましたが、条例制定に伴い、

新たに区政会議の議長、副議長を、皆様方の互選により選出していただく必要がございま

す。どなたかご推薦などありますでしょうか。 

【米谷委員】  東成防犯協会の米谷でございます。僭越ですけど、私のほうからご提案

させていただきたいと思います。従前どおり議長としましては清水さん、副議長に濵田さ

んをお願いしたいとご推薦申し上げます。どうかよろしくお願いいたします。 

【與那課長】  ただいま米谷委員から、議長として清水委員、副議長として濵田委員の

ご推薦がありましたが、皆様方、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【與那課長】  ありがとうございます。異議なしのお声がございますので、それでは清

水議長、濵田副議長、今年度もよろしくお願いいたします。 

 議長席のほうにお移りいただけますでしょうか。 

【清水議長】  それでは、ただいまご指名がございましたので、昨年に引き続きまして
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議長を仰せつかりたいと思います。なお、本日の議題は先ほど説明がございましたけれど

も、ひとつ皆さんのご意見を賜りまして、スムーズに運びますようお願い申し上げたいと

思います。また、濵田副議長ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 なお、本日の会議でございますけれども、今回の会議は公開となってございます。委員

の方々、ひとつご了承のほどをお願い申し上げたいと思います。また、傍聴者の写真撮影

や録画、録音を行うことを認めておりますが、発言する際に気の散ることなど、議事運営

に支障があると思われますので、冒頭のみ撮影等を認めるといたします。ひとつよろしく

お願い申し上げたいと思います。この点につきましては、また区役所のほうより説明をお

願いいたしたいと思います。 

 なお、議事の中で個人の情報がございましたら、この点につきましては配慮いたしたい

と思いますので、よろしくご了解のほどをお願い申し上げます。 

 それでは、区役所のほうより、すいませんが傍聴者につきまして説明をお願いいたした

いと思います。 

【與那課長】  区政会議は清水議長に進行していただくことになっておりますが、出だ

しの部分だけ、引き続き私のほうで進行させていただきます。 

 会場にいらっしゃる皆様にお願いをいたします。携帯電話は電源をお切りいただくかマ

ナーモードにしていただき、この部屋の中での通話はご遠慮くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

 次に、傍聴人の方々にお願いいたします。私語をご遠慮いただきますとともに、やじな

ど議事の妨げになる行為はご遠慮いただきますよう、重ねてお願いを申し上げます。区役

所が議事の妨げになると判断した場合につきましては、ご退室願うことになりますので、

あらかじめお断りをさせていただきます。 

 また、委員及び傍聴人など、この場にいらっしゃる方々全員にお願いがございます。先

ほど議長から写真撮影等につきましてのお願いがありましたが、区役所で記録を残してお

くため、広報担当者を決めておりますので、会議中の撮影につきましてご了解をいただき

たいと存じます。また、本日の会議内容は、後日議事録を公開する必要があることから録

音をさせていただいておりますので、あわせてご了解をいただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 なお、ここから先は、先ほど議長からお願いがありましたとおり、傍聴人の皆様には写

真撮影や録音などをご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 
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 それでは、ただいまから本日の議題に入ってまいりたいと存じます。 

 清水議長、進行のほうをよろしくお願いいたします。 

【清水議長】  それでは、早速でございますが、本日の議題でございます平成２４年度

の東成区運営方針自己評価結果につきまして、説明をお願いいたします。 

【中浦課長】  そうしましたら、説明のほうを、私、中浦のほうからさせていただきた

いと思います。平成２４年度の東成区運営方針の振り返り、自己評価について、一括して

ご説明させていただきたいと存じます。なお、関係する参考資料といたしまして、参考資

料５から参考資料８までお手元にあるかと存じますので、それに基づきまして説明をさせ

ていただきたいと思っております。失礼いたしました。参考資料について、つけておりま

すけれども、様式１及び様式５をもってご説明をさせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ただ、大変恐縮でございますが、つけさせていただいております参考資料６のほうをご

らんいただきたいのですが、一部間違いがございました。この場で訂正をさせていただき

たいと思っております。参考資料６、３、運営方針の達成状況（総括表）というのがござ

います。こちらの上から２つ目の表、「戦略のめざす成果（アウトカムの達成状況）」とご

ざいます。Ａがゼロ、Ｂが９、Ｃが１、計１０となっておるかと思いますが、こちらのほ

う、誤りでございまして、Ｂが８、Ｃが２でございます。合計は変わりはございません。

もう一度申し上げますと、「戦略のめざす成果（アウトカムの達成状況）」というところで、

正しくはＡがゼロ、Ｂが８、Ｃが２、合計１０というところでございますので、大変恐縮

ですが訂正をよろしくお願いしたいと存じます。 

 よろしいでしょうか。それでは、まずご説明の流れでございますが、お手元の資料、先

ほど申し上げました右肩上に様式１として「２４年度東成区運営方針自己評価シート」と

記載のある資料があろうかと思います。これにつきましては、自己評価の総括とされてお

りますので、最後にごらんいただく予定でございます。 

 まず初めに、お手元の資料でＡ４横の様式で、右肩上、様式５として「平成２４年度東

成区運営方針振り返り（概要版）」と記載している資料、こちらからご説明に入ってまいり

たいと存じます。 

 こちらでございますが、平成２４年度の東成区運営方針につきまして、年度当初に定め

た後、昨年８月にご承知のとおり公募区長として新たに森区長が就任しております。その

関係で一部修正してまいりました。その２４年度の東成区運営方針につきましては、経営
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課題が合計で３点ございます。それぞれに戦略を立てて、数年後のアウトカムとしての目

標値を設定しております。その進捗状況並びに２４年度の業績、２４年度に実際行った業

績目標並びにその達成状況、経営課題に対する評価等を記載しております。既にホームペ

ージ上でも公開しているものを、本日の会議では限られた時間帯でご意見をいただくため

に、２４年度の運営方針の主要な項目につきましてこの概要版としてまとめさせていただ

いております。これに沿ってご説明を申し上げ、委員の皆様のご意見を賜りたく考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 概要版の１ページをごらんください。経営課題１ということでなっております。先ほど

申し上げましたように、経営課題は全部で３点ございます。それぞれ２ページから３ペー

ジくくりでなってございますので、経営課題ごとにご説明を申し上げます。 

 経営課題１としまして、「地域主権の確立に向けた区民主体の地域経営の推進」といたし

まして、より一層多様な世代の区民や地域団体、ＮＰＯ、企業などが地域コミュニティに

参画し、地域課題の解決、地域の維持・発展に取り組む、継続・発展可能な地域経営の仕

組みとする必要があるということに経営課題を持っております。 

 それに対する戦略でございますが、主な戦略として下の段、表の左側になりますが、今

回主な戦略として３点挙げさせていただいております。まず１点目からご説明させていた

だきます。１点目、区民主体の地域経営の仕組みの構築。若い世代やマンション住民をは

じめ、多様な世代が参画して、区民が地域経営し、地域の課題解決・発展のために活動す

る小学校下をベースとした組織の仕組みをつくる。この戦略の有効性については有効、継

続して推進していくものとしております。 

 右の欄でございますが、戦略の進捗状況及び達成状況ということで記載をさせていただ

いております。これにつきましては、括弧書きで戦略の進捗状況と、２つ目の括弧で成果

の達成状況（主なもの）と、評価結果と３つに分けて記載をさせていただいておりますけ

れども、このうち真ん中の成果の達成状況について、目標値を定めさせていただいており

ます。この目標値につきましては、これはいわゆる経営課題に対して数年後の目標設定値

でございます。数年後の目標設定値でございまして、なおかつこの目標設定につきまして

は片仮名で、英語でアウトカムという言葉を私どもは使っておりますけれども、アウトカ

ムとして、要は私ども行政側がコントロールできない、我々がコントロールできないよう

な数値、どうなるかわからない数値が目標値ということで、この目標に向かって私どもは

いろいろな施策を進めていくと。結果としてどうなるかというところの指標でございます。
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そういった点を踏まえてごらんいただきたいと思っております。 

 戦略の進捗状況といたしましては、先ほど申し上げた区民主体の地域経営の仕組みの構

築の進捗状況でございますが、全１１校下で自律的な地域運営の仕組みである地域活動協

議会が設立されるなど、戦略は順調に進捗していると考えております。 

 成果の達成状況でございます。「全１１校下の地域活動協議会を中心とした地域経営の

あり方に満足している区民の割合」、目標を２７年度までに６０％としております。２４年

度については実績値はなし、ありません。もう１点、「まちづくり活動がさまざまな活動主

体により進められていると感じる区民の割合」、目標、２６年度までに８０％以上、実績と

して２６％。もう１点、「地域活動においてスキルのある人材が活躍していると感じる区民

の割合」、目標が２６年度までに８０％以上としておりまして、２４年度の実績が１９％と

なってございます。評価結果については、順調に推移をしているというふうな自己評価を

させていただいております。 

 引き続きまして、２ページ目をごらんいただきたいんですけれども、この戦略に対して、

平成２４年度に区が取り組んだ主な取り組み内容でございます。これを記載させていただ

いております。先ほど申し上げた戦略に対しましては、１－１－１と１－１－３というの

を今回取り上げてご説明をさせていただきたいと思っております。 

 １点目の主な取り組みとしましては、自律的な地域運営の仕組みの支援としまして、団

体やＮＰＯ、企業などが参画し、開かれた組織運営のもとで自律的な地域運営に取り組む、

地域まちづくり（活動）協議会を支援していく。業績目標、２４年度に設定しました目標

値です。先ほど申し上げましたアウトカムではなくて、ここでは英語で、片仮名で言いま

すとアウトプットという表現を、私どもはしておりますけれども、このアウトプットとい

うのは、私ども行政側がコントロールできる範囲、要は何か催し物を何回するとか、そう

いったものの数値をできるだけ数値化して表現させていただいております。これに対する

業績目標でございますが、既に地域まちづくり協議会が形成された地域に対しては、周知・

認知度向上プロモート支援として補助金を活用する事業、平成２４年度中に２事業、目標

ですが。新たな形成に取り組む校下への支援、４校下。中間支援組織の活用を図りながら

学習会等の開催を行う、４回という業績目標を掲げておりました。これに対して達成状況

はどうだったかというのが右の欄にございます。取組実績・目標達成状況という欄でござ

います。周知・認知度向上プロモート支援として補助金を活用、２事業を実施済み。新た

な形成に取り組む校下への支援、９校下形成済み。中間支援組織の活用を図りながら学習
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会の開催が３０回以上、地域活動協議会形成校下が、東成区全校下であります１１校下で

形成されたということでございます。これによりまして、評価結果、目標を上回る達成と

いうことで自己評価してございます。課題につきましては、中間支援組織の活用を図りな

がら、自律的な地域運営の仕組みを地域内でさらに共有する必要があると。改善策につき

ましては、引き続き、中間支援組織の活用を図りながら、自律的な地域運営を支援してい

くと。 

 ２点目の主な具体的な取り組みでございますが、市民協働ネットワーク形成支援事業と

いたしまして、市民協働の拠点である、これは区役所の１階にございますが、「ふれ愛パン

ジー」を活用したネットワーク形成支援を行うことにより、地域活動の活性化を図ると。

業績目標につきましては、市民協働のネットワーク形成に係る交流、勉強会などの開催回

数を４回。達成状況でございますが、パンジー利用登録団体交流会２回、東成区で活動し

ているアニメーション作家など子供向けのアニメに親しむイベントなどの開催、東成区に

ゆかりのあるアマチュアミュージシャン・運営委員会との協働による音楽祭を開催、利用

登録団体数は３６団体だったということでございます。評価結果については、目標をおお

むね達成できているというふうに考えてございます。課題につきましては、利用登録団体

同士の交流が進み、新たなつながりや活動が始まるまでには至っていない。利用団体の交

流会をテーマ別に行うことにより共通の課題を見つけ、新たなつながりや活動に結びつけ

ていくということでございます。 

 大変恐縮ですが、１ページ目に戻っていただきたいと存じます。 

 主な戦略の２点目でございます。真ん中の段になります。１－２、民間委託、ＣＢ／Ｓ

Ｂ等の支援、産業振興、雇用の創出ということでございます。ＣＢ／ＳＢということで、

略して書いてございますけれども、ＣＢと申しますのが、地域の住民が地域課題のニーズ

の解決のために必要なサービスをビジネスの手法で提供する事業をいいます。営利目的で

はなく地域の利益を増大させることを目的としております。よく似たようなもので、ＳＢ

というものがございまして、ＳＢというのはソーシャル・ビジネスという略でございます

が、市民が社会的課題やニーズの解決のために必要なサービスなどをビジネスの手法で提

供する事業。営利目的ではなくて社会の利益を増大させることを目的とするものでござい

ます。これの略でございます。こういったものの支援等をやっていくということで戦略を

立てまして、区の事業を民間委託するとともに、区民が福祉、教育、医療などの公共サー

ビスを行い、収入を得られる事業化を支援していくと。戦略の有効性については有効であ
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り、継続して推進していくものとしております。 

 進捗状況、達成状況でございますが、区民から委託業務の提案を受ける仕組みの制度設

計を２４年度に行っております。２５年度の本格実施に向け、戦略は順調に進んでいると。

成果の達成状況でございますが、区が関与した起業件数、目標値が２７年度までに２０件

ということで、実績についてはゼロ件、２４年度につきましてはゼロ件でございます。コ

ミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネスの意義やメリットを知っている人の割合の

目標値を２６年度までに市民が８０％以上、職員が１００％知っているというようなこと

に取り組んでいく、目指していくということでございますが、実績としまして市民が３５％、

職員は５１％にとどまってございます。ただし、評価結果につきましては、将来的に見ま

して順調に進んでいるというふうに評価してございます。 

 大変恐縮ですが、まためくっていただきまして２ページ目の下から２段目になりますが、

これの戦略に対する具体的な取り組みでございますが、提案型公共サービス民営化制度の

構築ということで、平成２５年度、今年度からの本格実施に向け制度設計及び区民への周

知を図る。業績目標、区民との意見交換会、研修会を５回実施すると。それに対する達成

状況でございますが、制度構築に向けた検討会、意見交換会を３回開いております。平成

２５年度からの本格実施に向け、区民、民間事業者等から提案を募集し、公平な審査を経

て事業実施を行うという制度設計を２４年度に行いました。これによりまして、評価結果

は目標をおおむね達成ということでさせていただいております。課題につきましては、民

間のアイデア、ノウハウを引き出す方法や評価基準の策定など、より詳細な制度設計が必

要であると。改善策につきましては、専門家や学識経験者、関係部局と連携し、より民間

活力を活かすことができるような制度づくりを目指していくということでございます。 

 以上が２点目の戦略に対します具体的な取り組みの状況でございます。 

 また大変恐縮ですが、１ページ目に戻っていただきまして、主な戦略の３点目でござい

ます。一番下の段になります。 

 １－３、情報流通・資金流通（市民ファンド）の仕組みの構築。地域活動協議会などの

区民の組織や商業等の事業者など、区民が情報を掲載でき、区民が情報、活動資金を得ら

れる仕組みをつくっていくという戦略でございます。戦略の有効性については有効であり、

継続して推進していくとしております。進捗の状況でございますが、官民連携の手法によ

り、暮らしの共助ポータルサイトの仕組みの制度設計を平成２４年度に行いました。２５

年度の本格実施に向け、戦略は順調に進んでおります。成果の達成状況、仕組みに満足し
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ている区民の割合の目標設定が２７年度までに６０％以上としております。ただし２４年

度については仕組み未構築のため実績がございません。評価結果については順調に推移し

ているものと考えております。 

 これに対します主な取り組みとしまして、またすいません、２ページの一番下の段をご

らんいただきたいと存じます。１－３－１としまして、（仮称）東成区暮らしのポータルコ

ミュニティリンクサイトの開設といたしまして、平成２５年度からの本格実施に向け、制

度設計及び区民への周知を図る。業績目標でございますが、区民との意見交換会、研修会

を４回、それに対する達成状況は研修会を３回開催してございます。平成２５年度からの

本格実施に向け、官民連携の手法による暮らしの共助ポータルサイトの仕組みの制度設計

を行ったと。これによりまして、評価結果は目標をおおむね達成と。課題につきましては、

官民連携の手法や役割分担など、より詳細な制度設計が必要であると。改善策につきまし

ては、民間からの提案を受けながら官民連携による持続可能なサイトの構築・運営の仕組

みづくりを目指してまいりますと。 

 以上によりまして、経営課題１につきましては、主な戦略と主な取り組みの状況及び達

成状況についてご説明させていただきました上で、１ページ目の一番上でございますけれ

ども、この経営課題全体に対しての評価結果の総括といたしまして記載をさせていただい

ております。１ページ目の一番右上でございますが、全１１校下で地域活動協議会が設立

され、自律的な地域運営の仕組みが始まっております。今後は持続可能な地域経営を行っ

ていけるようコミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネスの支援、情報流通・資金流

通の仕組み構築を進めていくということを総括として記載させていただきました。 

 引き続きですが、経営課題２のほうに移らせていただきたいと存じます。３ページ目を

ごらんいただきたいと思っております。 

 ３ページ目の左上でございますが、経営課題２といたしまして「区民との連携・協働に

よるまちづくりの推進」といたしまして、区役所と区民の協働によるまちづくりの取り組

みをより効果的に進めるために、区民による地域活動や情報交流などの場と機会を充実さ

せ、活動の活性化を図る必要があると。この経営課題に対します主な戦略、１項目挙げさ

せていただいております。 

 主な戦略といたしまして２－２、左下になりますが、「地域のまちづくり活動の支援」と

いたしまして、個別の地域課題解決に向け、区民や区内の各種団体がこれまでの枠組みに

とらわれず連携し、協働しながらさらに自由で活発な活動ができるよう支援する。さらに
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区域・市域を越えた市民間の水平連携にも取り組み、広域的な市民ネットワークの構築を

目指すとしておりました。 

 戦略の有効性ですが、有効、継続して推進していくということにしております。 

 進捗の状況及び評価でございますが、進捗の状況でございますが、具体的取り組みを進

める中で、地域のつながりやきずなについてのワークショップの開催や新たなボランティ

アの発掘などを行いました。市民主体の水平連携によるまちづくり支援事業においては、

これまで地域活動へのかかわりが薄かった若い世代や企業、ＮＰＯ法人等が地域活動に参

画する仕組みづくりが進むなど、戦略は順調に進んでいると考えてございます。 

 成果の達成状況でございますが、まちづくり活動に参加したことのある区民の割合、こ

れを目標値を平成２７年度までに２３年度より２０％増、実績としましては、２３年度数

値が２９％でございますが、これよりも１％減ってございます。次の点、まちづくり活動

が地域団体やＮＰＯ、企業などさまざまな活動主体の連携・協働により進められていると

感じている区民の割合、この目標を２６年度までに８０％以上としていこうと考えており

ますが、実績は２６％でございました。住んでいる地域で会話をする相手が増えたと感じ

ている区民の割合、目標値、２６年度までに８０％以上としておりますが、実績値は３３％

でございます。地域活動に参加しやすい環境が整っていると感じている区民の割合、目標

値を２６年度までに８０％以上としておりますが、実績値は３５％でございます。評価結

果につきましては、必ずしも順調とは言えないということにしてございます。 

 この主な戦略に対する具体的な取り組み、２４年度に取り組んだ内容を、４ページ目、

５ページ目に記載させていただいております。４ページ目の一番左上をごらんいただけた

らと存じます。 

 市民主体の水平連携によるまちづくり支援事業といたしまして、市域を越えた市民同士

の交流、連携による取り組みを行うことにより、広域的な市民ネットワークの形成を図る

とともに、市民主体の水平連携のスキームを構築すると。業績目標につきましては、隣接

市等との連携事業数を５件という目標を掲げておりました。これに対して達成状況につき

ましては、広域的な市民ネットワークの形成事例は３件でございました。しかしながら、

ひがしなり街道玉手箱や東成区住工共存まちづくり懇談会の開催を通じて市民間の連携が

行われ、若い世帯や企業・ＮＰＯ法人等の新たなまちづくりの担い手の発掘・育成につな

がる仕組みを構築できたものと考えております。 

 指標につきまして、そのほかの指標といたしまして、会議につきましては開催が５２回、
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他都市との意見交換会３回、モツゴのぼり制作ワークショップの実施３回、ひがしなり街

道玉手箱の実施を１１月に行いましたし、わが町工場見てみ隊の実施を２回実施してまい

りました。これらを踏まえまして、評価結果につきましては、目標は達成できませんでし

た。取り組みは予定どおり実施しましたが、目標は達成できなかったということで評価結

果を記載させていただいております。 

 課題につきましては、新たに参画する人たちと既存の地域活動の担い手とがつながりあ

う関係づくりが今後の課題であると考えてございます。 

 改善策につきましては、多くの市民がつながり、協力・連携して地域活動が進められる

ように環境整備とコーディネート支援が必要である。２５年度は、この仕組みを活用・発

展させ、地域の資源発掘や魅力向上につながる事業を推進していくものとしております。 

 次の主な取り組みでございますが、区地域福祉アクションプラン推進に向けた支援事業

といたしまして、地域特性に応じた地域福祉計画を実現するため、新規市民活動家の掘り

起こしなど、地域に対する支援を行うということでございます。こちらについての業績目

標につきましては、校下での地域福祉力向上ワークショップの開催を計６回、区全体を対

象にした地域福祉力向上セミナーの開催を２回、障がい者に関する区民啓発講座の開催を

１回、子育て応援隊事業を実施、子育てフォーラムの開催の実施、ひとり親家庭等の就業

相談を月１回という目標を掲げておりました。それの達成状況でございますが、地域福祉

力向上ワークショップを４地区、計６回開催いたしました。ビジョン策定に向けた関係機

関との検討会も実施いたしました。障がい者に関する区民啓発講座「『発達障がい』って結

局何やねん！？」を平成２５年１月に開催してございます。子育て応援隊事業の参加者も

年５回、新規参加者は２０人集まってございます。子育てフォーラムについては年１回、

参加者は５００名集まっております。ひとり親家庭等就業相談につきましては月１回開催

してまいりました。２地域においては、おまもりネット事業が新たに展開されるなど、地

域福祉を支えていく体制づくりができたものと考えております。これにつきまして、評価

結果としまして、目標はおおむね達成したものと思っております。課題につきましては、

より効果的な地域との連携が必要であると。改善策につきましては、東成区地域保健・地

域福祉ビジョンを策定し、地域福祉を支える機運を醸成していくこととさせていただいて

おります。 

 続きましての主な具体的な取組でございますが、未来わがまち推進会議を要とした区民

主体のまちづくり活動への支援事業といたしまして、補助金交付や専門家の派遣など、側
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面的な支援とともに、広報活動支援を行っていくと。これに対する業績目標につきまして

は、全体会の開催を３回、ＣＢ／ＳＢ等の勉強会の開催を６回、区広報紙特集号の発行は

１回、わがまちフォーラムの開催１回、未来わがまち推進会議メンバー数１４０名という

目標を掲げておりました。これに対しまして２４年度の達成状況でございますが、わがま

ち推進会議のメンバー数は１２２名でございます。交代に伴いメンバー数は１２２名とな

りましたが、新たな担い手の参画や民間助成の活用など、区民主体のまちづくりの推進と

いう所期の目的は達成できたものと考えております。そのほかの指標の達成状況につきま

しては、以下のとおりでございます。これについて評価結果は、目標は、先ほど申しまし

たメンバー数１２２名ということでございましたので、目標を達成できなかったというこ

とでございます。 

 課題でございますが、わがまちビジョンの目標のひとつを達成するなど、区民の創意工

夫により活動を推進し、これらの活動を持続させるため、財源の確保が課題であると。改

善策は、まち歩きやイベントでの販売など、手軽にできるＣＢ／ＳＢの実践や民間等の助

成制度を活用していくと。また、広報による活動の共感者を増やし、寄附金を得る仕組み

なども検討していく。２５年度は、補助金による支援を見直し、自主・自立を促していく

ということで記載をさせていただいております。 

 続きまして、５ページでございますが、区民健康づくり対策事業といたしまして、区民

に多いがんについて、正しい知識の普及啓発を行い、早期発見・早期治療を図ってまいる

と。これに対する業績目標でございますが、区民健康づくり講演会１回、５００名、地域

健康講座１１回、延べ２２０名、夜間連続講座８回、延べ４００名、啓発媒体の作成１,

０００部、区民健康づくりフォーラム１回、２００人、連絡調整会議の開催２回というこ

とで目標を掲げておりますが、それぞれ右に記載のとおり、健康づくり講演会２３０名、

地域健康講座１１回、２１２名、健康づくり媒体の作成１,０００部、健康づくりフォーラ

ム２００名、連絡調整会議２回ということでございます。アンケート調査を行った結果、

意向割合は８０％を超える結果ということで、アンケートを実施しております。これを踏

まえまして評価結果でございますが、目標はおおむね達成、課題につきましては、健康増

進計画「すこやか大阪２１」に基づき、東成区民の大きな健康課題であるがん対策に取り

組んでおります。意識の変革・醸成は達成できたが、がん検診の申し込み、受診にまでつ

ながる割合は低く、課題となってございます。改善策ですが、事業の効果判定を実施する

とともに、行動変容も確認できるように評価を行う。加えてがん検診の案内・受付を行う



 

－15－ 

ということでございます。 

 以上、２４年度の主な取り組みとその達成状況、改善策等でございますが、ちょっとま

た戻っていただきまして、３ページの右上をごらんいただきたいと思います。 

 今ご説明申し上げました経営課題に対しまして、この経営課題に対する全体としての評

価結果の総括といたしまして、右上に表記してございます。地域活動については、防災を

はじめ地域特有の課題解決に向けて区役所と区民の協働によるまちづくりの取り組みが活

発に行われています。また、これまで地域活動へのかかわりが薄かった若い世代や企業、

ＮＰＯ法人等が地域活動に参画する仕組みづくりも進んでおります。区役所に新たに子育

て支援センターを設置し、在宅の子育て家庭に対する支援の強化を図っており、今後も地

域における子育て支援事業活動への参加を促していく。保護者や学校との意見交換を重ね

てきてはいるが、学校支援の仕組みの構築に向けスピード感を上げていく必要があると総

括してございます。以上が経営課題の２でございます。 

 最後の経営課題３を引き続いてご説明させていただきたいと存じます。資料６ページを

ごらんいただきたいと存じます。 

 経営課題の３でございますが、経営課題の３は区役所力の強化といたしまして、職員の

意識改革、スキルアップとともに、区民の意見を施策、事業等に反映させる仕組み、区民

が区政をチェックする仕組みが必要であると考えてございます。 

 これに対する主な戦略でございますが、１つ掲載させていただいております。左側でご

ざいますが、「区政運営、区政評価の仕組みの構築」といたしまして、地域の代表から成る

区政会議や区民と区長のタウンミーティング等により、多様な区民の意見を収集し区政に

反映させるとともに、区民による区政の満足度評価システムや区政外部評価委員会を設置

する。身近な行政単位である校区等地域における市民活動の支援を行う地域担当制を強化

するとともに、区役所の相談・調整機能を充実させるというのが２４年度の戦略でござい

ました。 

 これに対する戦略の有効性でございますが、有効であり、継続して推進していくものと

しております。 

 戦略の進捗状況と評価結果でございますが、進捗状況、広報や窓口サービスの向上に向

けた取組等についてはアウトカムの達成にまでは至っていないものの、２６年度の目標達

成に向け、戦略は順調に進捗しています。一方で区政への評価に関する取組については、

具体的取組の実施が十分でなかったこともあり、戦略の進捗が遅れています。 
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 目指す成果の達成状況でございますが、これはアウトカムに対する実績でございますが、

区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区政運営について、多様な区民による評価

が区に届いていると感じている区民の割合を２６年度までに８０％以上にする。２４年度

の実績は１２％でございました。次に、区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区

政運営について、計画段階から区民との対話や協働により進められていると感じている区

民の割合、２６年度までに８０％以上ですが、実績につきましては１１％でございました。

次に、多様な意見やニーズが区役所に届いていると感じている区民の割合、２６年度まで

の目標が８０％以上、実績につきましては１７％でございます。公募区長により、特色あ

る施策・事業が展開されていると感じている区民の割合、２６年度までに８０％以上、実

績としては６１％ございました。次に、区長の顔や名前を知っている区民の割合、２６年

度までに６０％以上、実績５５％でございました。区役所の広報が十分だと回答した区民

の割合、目標、２７年度末までに２３年度より２０％増、実績としましては、２３年度６

４％でございましたが、４％減しております。次に、地域活動をしている人のうち、区役

所が中間支援組織と連携して各地域の実情に応じた一体的・総合的な支援を行っていると

感じている人の割合、２６年度までに８０％以上、実績は３１％でした。窓口業務につい

てサービスの向上が図られていると感じている区民の割合、目標が２６年度までに８０％

以上、実績が６６％でございました。区役所の効率的な業務運営に向け、取り組みが進め

られていると感じている区民の割合、目標は２６年度までに８０％以上、実績が６５％で

ございました。行政のブロック化、目標、現在の行政区を８から９のブロック化し、ブロ

ック単位での行政を実施、実績としましてブロックの区割りの試案の作成を行っておりま

す。 

 以上が達成の状況であり、評価結果としては、必ずしも順調とは言えないということに

してございます。 

 この達成に向けた戦略に基づきまして２４年度に行いました具体的な取組を、次の７ペ

ージに記載してございます。 

 ７ページをごらんいただきたいと思いますが、４項目ここに挙げさせていただいており

ます。 

 １つ目ですが、区政会議運営事業といたしまして、区民との協働型区政を実現するため、

区民の意見を区政に反映する仕組みとして、これまでの区政会議を幅広い世代、分野の区

民が参画できるよう再編し開催すると。業績目標５回、部会の開催も５回。実績としまし
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ては１回、部会は未設置でございました。 

 以上により、評価結果は、取り組みを予定どおり実施せず、目標は達成できなかったと

しております。課題としましては、ＰＤＣＡサイクルを考慮し開催計画を検討する必要が

あると。改善策につきましては、年間計画を作成するとともに必要に応じて部会を設置す

るということでございます。先ほども申し上げましたように、条例化ということもござい

ますので、今後こちらも、私どもとしましては充実させていくというふうに考えてござい

ます。 

 次に、区民モニターでございます。２段目でございますが、区の運営方針などに反映す

る情報として活用するとともに、区におけるＰＤＣＡサイクルを確立する。区民モニター

数４００名、アンケート回数４回ということで、実績は区民モニター数が３７９名でアン

ケートは４回実施しました。 

 以上により、目標はおおむね達成できたものと考えております。課題でございますが、

アンケート結果を区政に反映するとともに、積極的な情報発信により区政に興味を持って

もらうきっかけとしても活用する必要がある。改善策につきましては、アンケート結果の

分析を充実させるとともに、区政情報を積極的に発信していくとしております。 

 次でございます。区政評価の仕組み、区民とともに区民満足度の高い区をつくるため、

多様な区民の意見を収集するとともに、区政評価の仕組みを構築していく。２４年度の業

績目標につきましては、区民と区長とのタウンミーティングを３０回以上、来庁者満足度

調査の実施、区政外部評価委員会の設置をしていくということを掲げておりました。これ

に対する実績ですが、区民と区長とのタウンミーティングにつきましては３０回以上実施

してまいりました。来庁者満足度調査の実施につきましても、満足度調査を来庁者に対し

て行いまして、満足度、９０％以上満足であるという回答をいただいております。区政外

部評価委員会、大変失礼いたします、これはちょっと文字が間違っておりますけれども、

区政外部評価委員会の評価、「表か」、「表」と平仮名の「か」になっておりますが、「評価」

ですね。「評価する」の評価ですが、区政外部評価委員会は未設置でございました。 

 以上を踏まえまして、評価結果につきましてはおおむね目標を達成できたものと考えて

おります。課題についてはタウンミーティングの参加者が少ないといったことがございま

す。改善策につきましては、タウンミーティングの実施方法を見直し、テーマごとの開催

やイベント等の開催時に行うなど、より多くの区民が参加しやすい仕組みへと再構築して

まいりたいと考えております。 
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 次でございますが、「広報事業の充実」で、区の情報発信の強化に向け、ホームページの

独自コンテンツの充実を図るとともに、区民参加型の広報を目指すといたしました。２４

年度の目標設定でございますが、広報紙のアンケート４回、コンテンツ分類の見直し・更

新回数４回、職員勉強会の開催１回、市民との意見交換会１回。これに対しまして達成状

況でございますが、２４年９月号から広報紙に市政情報を含む統合版、いわゆる大阪市版

と今まで区版とがございましたが、これが統合版になったということでございますが、こ

れを発行し、区民に利用しやすいホームページにするため、トップページやコンテンツの

整理を行ってまいりました。情報発信の強化のため、区内のコンビニエンスストアや金融

機関など、広報紙の設置場所の新規開拓を行ってまいりました。区民参加型の広報紙を作

成するため、市民との意見交換会を実施しました。１０月号からは区民の企画コーナーを

設け、区民と協働で取材・編集会議を行い、１０月号、１２月号、１月号、３月号に区民

企画記事を掲載してまいりました。区民にわかりやすい広報を目指すため、用字・用語の

見直しも行ってまいりました。評価結果につきましては、目標をおおむね達成したと。課

題につきましては、一部ホームページの作成・更新がおくれて、遅くなっているものも見

られます。広報紙の紙面に読みやすさ、親しみやすさが求められているものと思っており

ます。改善策につきましては、行政情報だけによる広報紙では区民の満足度を高めるのは

限界があるため、２５年度には広報紙の構成を見直し、区民による地域密着の情報発信に

取り組むため、区民企画ページを設けることとします。また、ホームページ、ツイッター、

広報板などの多様な媒体を活用することで、広報事業に対する区民の満足度を高める仕組

みへと再構築してまいります。 

 以上が２４年度の取り組んだ内容と達成状況でございます。これを踏まえまして、また

すいません、６ページのほうに戻っていただきまして、右上でございますが、この経営課

題３に対する評価結果の総括といたしまして、区長による研修や区役所独自の研修などに

より、職員の意識改革、スキルアップは着実に進んでおり、区民の意見を反映させる仕組

み、区民が区政をチェックする仕組みについては取り組みを進めているものの、アウトカ

ム数値が低く、今後より一層充実させる必要があるものと考えております。 

 以上が東成区の運営方針の主要な部分に対する、経営課題３点に対する主要な戦略と主

要な取組内容及び達成状況、評価でございます。 

 大変恐縮ですが、引き続きまして、これらを踏まえた２４年度の東成区の運営方針の自

己評価でございますが、様式１、Ａ４縦の様式１をごらんいただきたいと存じます。こち
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らのほうで、これらを踏まえた総括という形で、自己評価結果の総括ということで記載を

させていただいております。まず、「１年間の取組成果と今後取り組みたいこと」というこ

とで、地域を支援する区役所として、地域の多様な主体との連携・協働によるまちづくり

の推進を図るとともに、自律的な地域経営の仕組み構築に向けて地域活動協議会の形成支

援について取り組みを進めてきました。その結果、区の多様な団体の参画のもと、全１１

校下で地域活動協議会が設立され、自律的な地域運営の仕組みが始まりました。今後は持

続可能な地域経営を行っていけるよう、コミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネス、

いわゆるＣＢ／ＳＢでございますが、の支援を行う。また、区民が情報を掲載でき、情報・

活動資金を得られる「暮らしの共助ポータルサイト」を開設し、情報流通・資金流通の仕

組みを構築するといたしております。 

 「解決すべき課題と今後の改善方向」でございますが、区民の意見を反映させる仕組み、

区民が区政をチェックする仕組みについては、区政会議、区民モニター、区長タウンミー

ティング等の取組を進めているものの、目指す成果との乖離は大きいと考えております。

今後は、それぞれの取組についての改善を図るとともに、情報発信を強化することにより、

多様な区民の意見やニーズを一層区政に反映させていくというふうに考えております。 

 大変長時間にわたりましたけれども、以上が説明ということでございます。よろしくご

意見のほうを頂戴したいと存じます。 

【清水議長】  ご苦労さんでございました。ただいま運営方針の自己評価につきまして

詳細にわたりまして説明がございましたけれども、委員の方々よりご質問等をお伺いいた

したいと思います。忌憚のないご意見をお願いいたしたいと思います。 

 今の説明、よくおわかりでございますね。どうですか。わからない点があったら質問し

てください。何かご意見ございませんか。あまり説明が上手やったから。 

【中浦課長】  わかりにくかったかもしれません。大変申しわけございません。 

【清水議長】  これ、しかし、私のほうからお尋ねしたいんですが、点数ですね。何十％

とかつけていますね。これはアンケートをとられた結果なんですか。 

【中浦課長】  はい。基本的には区民モニターであるとかそういったものが主だった対

象で、調査をしてございます。 

【清水議長】  しかし、何ですね、一番いいのは役所の受付でんな。一番パーセンテー

ジが高いですね。今、最前の説明を聞きましたら。区長さんよりも上でんな。 

【中浦課長】  そうですね。おっしゃるとおりでございます。 
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【清水議長】  ということで、委員の方々、何か質問していただけませんか。 

 岡本さん、何かご意見ございませんか。 

【岡本（秀）委員】  岡本です。ご指名がありましたので１点だけ、ちょっとお聞きい

たしたいと思います。 

 事業番号１－１－３、市民協働ネットワーク形成支援事業のことなんですが、ここに書

かれています取組実績、目標達成状況を見せていただきますと、全てイベント、イベント

で実績評価をされているように思いますが、市民協働のネットワーク形成というのは、や

はりイベントをせないかんのでしょうか。これを見るとそういうふうにとられがちなんで

すが、各団体はいろいろな趣旨を持って活動されております。その中にはほんとうにイベ

ントだけでなくほかの活動で十分成果を上げられているところもあろうと思います。そう

いったところの評価がここに入っていないように思われるんですが、その点、いかがでし

ょうか。 

 それともう１点、この交流会、私もまだ１回も参加をさせていただいておりませんけれ

ども、話に聞きますと各団体間の自慢話で終わってしもうた、そういうふうに聞き及んで

おります。実際のところはどうなのか、そのあたりのところもちょっとご説明いただきた

いなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

【清水議長】  誰ですか。 

【西山課長】  すいません、座って失礼します。総合企画担当課長の西山です。よろし

くお願いします。 

 今、岡本会長様、委員からのご指摘として、「ふれ愛パンジー」の実績のとり方というこ

とでご意見を頂戴したかと思っております。こちらのほうで、それぞれの団体でそれぞれ

の特徴ある取組あるいは実績を上げておられるところもあります。そのこと自体はパンジ

ーの拠点があるということの成果かと思っておりますが、わかりやすい指標として、こち

らで把握しやすいこういう勉強会などの開催件数あるいはイベントということで、数字を

とらせていただいているところがございますので、今のご意見も踏まえさせていただいて、

より効果的な指標のとり方というのを参考にさせていただきたいと思っております。あり

がとうございます。 

 それと、もう１点としましてこの交流会についても、より幅広い地域団体の方、あるい

は活動団体の方々が交流を図ることによって、よりこれまで以上の取組につながるような

きっかけになるような工夫をしてまいりたいと思いますので、今のご意見は、今後の運営
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の方法として、貴重なご意見と受けとめさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

【清水議長】  女性の方、何かございませんか。せっかくここへ出てもうてるんですか

らね。 

【森区長】  議長、ちょっと追加してもよろしいでしょうか。 

【清水議長】  はい、どうぞ。 

【森区長】  今のパンジーの件で追加させていただきます。２ページのところ、取り組

み実績のところにパンジー運営委員会との協働という文章がございます。パンジーは今ま

では、具体的に言うと先々月までですか、パンジー運営委員会という、そもそもが多くの、

立ち上げのときは、パンジーができたころには多くの区民さんが参加する形のパンジー運

営委員会がつくられて、それで運営されてきたというのが実態だそうでございますから、

私が就任したときにはもう既に３人しかパンジー運営委員の方がいらっしゃらない、今、

岡本委員がおっしゃったようにイベントを開催すること及び登録団体さんの懇親会のよう

な状態になっていたと私は認識しました。それで、その形では本来の市民協働ネットワー

ク形成とはそういうものではないだろうということで、パンジー運営委員会を解散※させ

ていただきました。今年度中に、早ければ９月から新しいパンジーのあり方という形で再

構築してまいりたいと思います。より積極的に、未来わがまち推進会議さんも含めて、よ

り積極的に東成区が市民協働、市民さんのネットワークづくり、それからそれが発展して

くる形のものに事業を再構築してまいります。 

【清水議長】  質問がなかったら進みませんので、ひとつご意見いただけませんか。 

【米谷委員】  意見を言います。 

【清水議長】  どうぞ。 

【米谷委員】  大変厳しい意見になると思いますが、これ、今ずっと説明を聞いて、各

戦略で区民のために行政サービスをやってこられて、自己採点の結果、おおむね良好ばか

りですね。自分でやって自分で採点したらこうなりますわな。第三者を入れたほんとうの

評価結果をつくるということをしないと、ほんとうのあれが出てこないのと違うかという

ような気がします。それと、いろいろサービスを強化して区民活動に対してよくなってお

るということでございますが、私、いろいろな団体に聞きまして、不平、不満いっぱいで

                             
※ 区政会議開催時点でパンジー運営委員会は解散しておりません。パンジー運営委員会とも

話をし、今後は区役所主導で新しいパンジーのあり方を再構築していくこととしています。 
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す。せっかくボランティアで地域のために活動しておるのに、予算はカットされる、今ま

で区役所で事務の応援なりいろいろ支援していただいていたやつもアウトやと。そやから、

どうも一生懸命地域のためにボランティアでやっておられる、活動されておる方のご意見

では、「あっ、ようなったな」ということでなしに、「何やな」という不満の声をよく聞き

ます。そやから、この評価と実態とえらい違うなという気がします。 

 それから、行政ブロック化ということで、２４区を８か９のブロック、これはいつでき

るんですか。今思案中ということで、これ、大きな影響が出てきますので。早く決めない

といろいろな人の影響がありますのでね。と思います。 

 以上です。 

【清水議長】  ありがとうございました。 

 今、区に対して第三者の委員を入れて評価せえというような意見がございましたけれど

も、これは自己評価ということなんですね。第三者を入れてやるというのではないんです

ね。 

【中浦課長】  はい。今回は、私どもが自己評価をさせていただきました。それを区民

様に見ていただいて、その評価についてのご意見を頂戴する、そういう意味で、区役所の

外部の方に見ていただくというところが区政会議の意義でございまして、この評価に対し

てのご意見をいただく、評価をいただくということの意見をいただくという、きょうがそ

の場というようなことの位置づけも行っておるかと思います。 

【清水議長】  それからもう１点。各団体から不平不満が多いと、こういうご意見があ

りましたね。ほんまに多いんですよ。僕ら、区政に協力していますけど、不満をごっつ持

っていますよ、これは。ほんとうの話が、これ、書いていますけど、地域からの活動協議

会ですか、できていますけど、これ、言うたらいかんけど、地域振興会があってこそこん

なに早くできたんですよ。これは区長さん、よくおわかりと思うんです。実際、これがな

かったらできてないと思います。僕らは見ていますけど、今現在中間支援で各校下に予算

が行ってますね。これが聞いたら世帯割というような格好になっていますね。そうですね、

これ。何か世帯割で割った……。 

【森区長】  中間支援ではなくて、各校下の予算の話ですね。 

【清水議長】  らしいですよね。すると、これも小さい校下がほんとうに予算が行き渡

らんわけですよね。だから、その点、これから２５年度、２６年度にかけてそういう配分

の仕方をやはり校下に均等割にある程度行って、それから世帯をつけるとか、考えてあげ
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な、僕はちょっと聞いたんですが、例を挙げて悪いですが、東小橋、これは千何ぼの世帯

なんですよね。すると、学校開放施設が予算がほとんどないというような現状が起こって

いますので、そういう点、２６年度に向けてこれは考えてもらわないかんなと思っていま

す。うちらの校下は大きいからありがたいんですけど、やっぱり大きいところが、それは

必要かもしれませんが、イベントでもしたらそんなに変わりはありませんしね。そういう

点も今後考慮していただいたらありがたいなと思います。 

 それから、ちょっと時間がありますので、余談になりますが、今言うてました１ページ、

３ページ、それから５ページですか、ここに書いてあるんですよね、主な戦略。最前から

戦略、戦略という言葉が中浦さんから出ているんですが、この戦略というのは戦争あるい

は戦闘で策を練ることを戦略というんですよ。だから僕は、悪う考えたら、これ、市長が

おって、市長の戦略に対してのパーセンテージかなと思うんですよ。戦略という言葉、え

え言葉じゃないですよ。戦略という意味は、戦争ですから、戦闘のときのはかりごとなん

です。それでうそが入っているんですよ。だから、ほんま言うと、ここを企画立案、結果

の評価というのが、しはったほうがええと思いますよ。特に平和を望んでいる森区長でし

ょう。戦略という言葉は、これは大阪市から来た言葉か知りませんけど、これはおかしい

と思いますよ。戦略というのは。今、岡崎議員もそこに来ていまして、ちょっと私が言う

のが、これをどう考えているかと、戦略というのは。ちょっとおかしいと思いません？ こ

の言葉。 

【森区長】  これは日本全国的にこういう形になっているんだと思いますけれども、新

しい公共経営ということで、新公共経営ということで、公共が、行政のほうが民間の手法

を入れていくんだと、民間経営の手法を入れていくんだということが進んでいるわけです

ね。行政のよさのところに民間の経営の強みを入れて、より行政が強くなっていくと。そ

の民間の経営の手法の中に戦略という言葉を使っていますので、そこから戦略、戦略とい

うのを日本全国の各自治体で使っておりますね。ですから、これは大阪特有のことではな

い言葉遣いになっています。 

【清水議長】  それでもおかしいですよ。戦略ということ。これ、一遍辞書を引っ張っ

てくださいよ。書いていますわ。戦闘とか戦争の計画ということなんですよ。だから、書

き方があると思うんです。最前言いましたように、企画立案の結果とかね。わかる意味で

しょ、戦略と言わんでも。僕、最前からこれ、頭にきてますねん。何で戦略やねんと。日

本は平和やぞと。戦争しているんやないぞと。もしこういうように捉えたら、大阪市は市



 

－24－ 

民相手にけんかを売っているということになるんですよ。極端に言うたら。我々をだまし

て自分の方針どおりに行こうかと、こういうような解釈をしてもいいんですよ。我々から

見ていましたら、今の大阪市のやり方はほんまにワンマンで、それに反抗する人が少ない

んですよ。局長にしろ誰にしろ。だから、この間も何か不信任やなかったな、何かありま

したね。女性のこと、何やったかな、あれ。ありましたな。ほんで自民党と、それから公

明党も出しましたけれども、何かあれ、何やったかな、うかっと忘れてもうたけど。だか

ら、やっぱり市長から考えたら戦略か知りませんけど、我々市民からとったら戦略という

言葉はおかしいと思うんですよ。だから、これ皆さんに、僕は思うんですけど、企画立案

の結果がこうなったんだと、今これだけ進行しているんだというように言うてもうたほう

がありがたいなと。 

 委員さん、どう思います？ 私の発言。間違うてまっか？ どうですか。副議長。 

【濵田副議長】  横におると当たらんようにと思って、なるべく後ろに下がっておった

んですが、この戦略という言葉は相手を欺くとかいうような、作戦とかいうのであるんで

すが、ともかく、大阪市としてはその言葉でやっていこうということでこの問題があるん

です。 

 それよりも私は、この中でちょっと出ておりましたけれども、目標に外部評価委員会を

設置するということを言って、結局これは達成できなかったということになっております。

外部の評価委員会なしに、内輪だけで自己評価をして自己満足しておるということではち

ょっと。早くこの委員会を、少なくとも仮でもいいですからつくって、そこから自己評価

に対することは意見を引き出すことのほうがいいんじゃないかということと、それから先

ほどの経営課題ということで、これはビジネス用語が出てくるんですけど、経営課題と出

てきて、具体的な取組ということで、これはあくまでも概要ですから全てが出てないんで

すけれども、後で予算のほうでは出ておったりしておるんですが、非常につき合わせがし

にくいというんですかね、説明いただいておる概要版で見ながら、そして参考資料８のと

ころ、じっと見て、参考資料の８だけ見ると、一般の人が見たら、２億８００万円ほど予

算があるんですが、そのうちの１億２００万ぐらいは施設の管理運営に要るお金だと。ど

ないなるんですかね、約１億ぐらいの中でやりくりをしていかないかんということになる

んですが、その１億を細かく分けてやっていただいているんですが、概要のところで、例

えば２ページの１－１－１、主な具体的な取り組みということで、４０万ですか、が計上

されておるということで、この１－１の次は３になっておると。１－１－２は何ぼぐらい
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あるんかなということで、それがどんなことかなと思ってこっちの予算額のほうで探した

ら、なかなかどこに書いてあるのかわからんと。非常に、そんなところが戦略かなと思い

ながら聞いとるんですけどね。なるべく区民にわからんようにわからんようにしようとい

うことで、数字を見ながら一生懸命探しているんですけれども、そのうちに終わってしも

うておるということなので。概算でやっておるんだからそれはそれでいいんでしょうけど、

１－１－２が、例えば省略するならばその分は省略ということで、してもらってもいいと

思うんですけど、主なところだけがぽっぽと出ておって、２億のうち１億は管理費である

と。一般管理経費というのはまた別に３,５００万ほどありますね。そういうようにしてお

金を配分して、配分していますよ、これ、自己評価で満足されておるんかなと思ったりも

しとるんですけどね。 

 それはそれでやっていけるんですが、ともかく、その中に、説明の中に中間支援組織と

いうのがあるんですね。中間支援組織にはどのようなお金を渡しておるのかなと。それが

ないと中間支援組織はボランティアでやっておるんだということであれば、役所から出る

お金だけで中間支援はどこからお金を出しているのかと。その組織とは何かなというよう

なこと、言葉の大きな枠組みで書いてあって、説明を読めば理解できんことはないんです

けど、中間支援組織、中間支援組織と相当言葉が出ているし、役所と中間支援組織という

ことで、どこにお金が中間支援組織としてはひねり出しておるというか、やっておるのか

なと。言葉がたくさん出てきて、その言葉の整理をしている間に説明を聞いておったら、

結局完全にはわからないんですけど、ぼやっとはわかったんですよね。 

 そんなことで、一番手っ取り早い、早い話が、直近の外部評価委員会を早く立ち上げて、

そういう人たちが意見を出してもらえれば、また自己評価に対する採点も出てくる。これ

は私が大学に勤めておったときに、先生も自己評価せえ、自己評価せえと言うて、非常に

やったんです。自己評価して自分で悪いという人は１人もないんです。自己評価して、Ａ

とかＢとかＣとか、はたから見て何が何でもＣランクやろうなと思とって、その人がＡと

書いてあるんやね。あんまりだから学部長が呼びつけて、君、何がＡかというようなこと

で、だけど自己評価せえと言えば私はＣですとかいうのは誰も言いません。また他人に評

価さすと落ち度ばっかり、悪いところばっかりを一生懸命評価しようとする。だから、非

常に難しいんですね。そういう意味では、中立な外部評価委員会などで評価してもらいな

がら、なるべく全員がＡであると、区役所の評価であれば区役所がＡであると、星が３つ

というのがはやっとるんですが、ともかくええ案になるように努力してもらうということ
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でいいんじゃないかと思います。 

 何か言えと言うから、その辺のところで申しましたが。 

【清水議長】  すいませんけど、今、中間支援が出ましたでしょう。ちょっとここで説

明してもらえますか。皆さん、委員さんもあんまりご存じないと思うんです。私はわかっ

ていますけどね。私から説明したらちょっとおかしいから。 

【中川（隆）課長】  よろしいですか。 

【清水議長】  はい、どうぞ。 

【中川（隆）課長】  お世話になります。まちづくり推進課の中川です。ちょっと確か

に用語の説明が不十分でございます。申しわけありませんでした。 

 中間支援組織といいまして、この２４年度の、昨年の１０月から始まりの組織になって

おりますので、簡単に言いますと、皆さん、我々の説明不足の中、それでも昨年いろいろ

なご努力をいただきまして、各地域、各校下ごとに地域の新しい仕組みということで地域

活動協議会を形成してきていただきました。その形成、発足とかそういった発足後の運営

のサポートを主に担っていくということで中間支援組織ということで、２４年、２５年度

の２年間、１年半ですけれども、動いております。ご存じの方もおられるかもしれません

けれども、現在もその各地域活動協議会の運営委員会だとか各種部会、役員会での方向性

の検討とかそういったことに関しまして参画をさせていただいて、うちではそのために中

間支援組織としてまちづくり支援センターというのが、今は我々の区役所の４階のほうに

あります。そちらにまちづくり支援委員というのが３名とスーパーバイザーアドバイザー

が１名ということで４名体制で配置されているのが中間支援組織ということになっており

ます。これは委託として大阪市から委託料をお支払いしまして、各校下への支援とサポー

トということで動いていただいております。ざっとこういうことなんですけれども、役割

につきましては、各地域のほうでいろいろな地域活動の把握をしたり、いろいろな活動の

支援をしたり、これからの運営はこういうふうにというようなことでの事務的な助言をさ

せていただいたりしております。 

 ざっと簡単ですけれども、以上でございます。 

【清水議長】  ついでに、予算も言うてください。 

【中川（隆）課長】  予算ですか。予算のほうは、これ、実は東成区が今現在中間支援

組織として委託をしているのが、東成区は大阪市コミュニティ協会でございます。これは

各区ごとに契約ということではなくて、市内を５ブロックに分けまして、５つのブロック
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ごとに契約をさせていただいていまして、東成区は第５ブロックということになっており

まして、この受託先が大阪市コミュニティ協会であるということになっております。です

ので、先ほど申し上げましたまちづくり支援委員、それからスーパーバイザーの方につき

ましても、今現在は大阪市コミュニティ協会から派遣をされている方ということでござい

ます。予算につきましては、我々のほうのブロックで、昨年の２４年１０月からの契約で

ございますけれども、総額でおよそ２億円の委託料ということでございます。高いか、安

いか。 

【清水議長】  １つのブロックで大体４区から５区集まっていますので、その金額が２

億円ということですね。 

【中川（隆）課長】  そうです。 

【清水議長】  そういうことなんです。 

【中川（隆）課長】  単純に、区の大きさが違いますので、４つの区、５つの区で割る

とちょっと語弊が出るかなと思いますが、ブロックとして２億円ということでございます。 

【清水議長】  本題に返りましょう。何かご意見ございませんか。 

 市田さん、どうぞ。 

【市田委員】  失礼します。先ほど岡本さんもおっしゃいましたけど、パンジーのこと

ですけど、これを、そもそもパンジーをこしらえたというのは区役所の方も皆さんご存じ

なんでしょうか。清水会長、これは市民のために最初はつくったというか、パンジーの中

の机にしてもステンドグラスのガラスのあの、皆が協力して持ち寄ってあのパンジーはつ

くったと思うんですけれども、今使われている、私が不勉強だったんですけど、こういう

団体が使っているというのはほんとうに知らなかって、そして、できた当初はあそこ、畳

のちょっと座るところもあって、高齢者の方が来て座ったり、子供さんたちをお母さんが

連れてこられて遊ぶ場所もたしかあったと思うんですけど、今は全然、パンジーという、

最初のつくったときの趣旨とはほんとうに異なったことに使われているんですね。ちょっ

とこの辺が、今これを見てびっくりしている、今ごろびっくりするのも不勉強なんですけ

れども。そもそも東成区でこのパンジーの部屋をつくったというのは、多分区役所の方、

ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、清水会長、違うんでしょうか。 

【清水議長】  そうですよ。合うてます、合うてます。それで、その後は。 

【市田委員】  だけど、もう少し区民が使えるように。 

【清水議長】  今言ってはるのは、そういうようなことでつくった場所なので、やはり
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もっと一般に開放してもらいたいと。 

【市田委員】  いつの間にこんなふうに変わっていったのか、はっきり私もわからない

んですけれども、何か区民からは遠ざかった場所になっているように思います。ほんとう

は初めにできた開所式というか、平松市長が見えて、そして鳥取県の市長も見えて、ほん

とうに区民のためにいいものが、すごくいいものができたんだなと私は思っていましたけ

れども、何かだんだん変わっていって、こういうものになってしまったんかなとは今思っ

ていますけれども、ちょっと残念に思います。 

【森区長】  市田委員のおっしゃるとおりの認識でございます。私も全く同じでござい

ます。パンジーが先ほども触れましたようにパンジー運営委員会という限られた方々だけ

残って、そこの方々が主にイベントということだけやってきたという状態にほとんどなっ

てしまったと。あとは登録団体さんの貸しスペースみたいな形だけに形骸化してきたのは

現実でございます。ですので、そもそものパンジーのあり方というのはどういうことであ

ったということを振り返りまして、今年度９月から、もう１回初心に戻って、区民さん同

士のつながり合いができて、もっとこういうまちをよくしていこうですとか、そういうこ

とが行われるような場所にもう１回つくり直してまいります。 

【清水議長】  あれ、区外から入っていましたね。確かに。これは僕らでも問題あるな

と思ってましてんけど、我々には相談がなかったからね。パンジーをつくるのは我々、賛

成しましたで。後の運営委員会についてはほとんど相談がなかったもんな、これは。これ、

中川さんのときやな。違う？ 

【中川（隆）課長】  はい。 

【清水議長】  そういうときにおったんが、●●さんもそうやな。違うんかな。忘れて

もうたけど。 

【中川（隆）課長】  運営委員会に●●さんがおられました。 

【清水議長】  それがどういうように運営しとったか、それは私も知りませんで。 

【市田委員】  ほんとうに、あんまり意味がないように。 

【清水議長】  区長がそのように原点に帰ると。運営委員会を上手につくってください。 

 ほかに何かございませんか。私から指名しないけまへんか。 

 大垣さん、どうでございますか。嫌々やらんと。 

【大垣委員】  嫌々じゃないんですが。東成母子会の大垣でございます。いつもお世話

になっております。きょうの会議に来させていただいて、意味のわかることやらわからな
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いことやら、いろいろありますが、私が一番不満に思っておりますのは、区長さんが来ら

れて約１年過ぎましたですね。区長さんにかわられて何が変わったんですか。大きく変わ

ったものって何がありますか。私たちは不満しか残っておりません。団体としまして一生

懸命ボランティアをやりながら、助成金は私たちはもらってはおりませんが、いろいろな

ボランティアをしながら各支部の支部長さんが大きく不満を言っております。だから、そ

ういうことで、そういうふうなことで区長さんがおわかりかどうか。区役所の中の方も、

区長さんにどういうふうに意見をぶつけておられるのか。私たちも全然わかりませんので、

ちょっと言うていただけたら助かりますが。区長さんはどのように思っておられるか。橋

下市長の言いなりなのか。東成区をどうしようと思っておられるのか。ちょっと皆さん、

委員さん方で意見を述べたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

【清水議長】  すいません、区長、答弁してくれますか。 

【森区長】  決して橋下市長の言いなりというわけではございません。２４年度の振り

返りの部分というのは、去年の８月に就任してきてから、その時点でほぼ決まっていたも

のを、１０月から方向修正を急にしたものがほとんどでございますので、今ご説明させて

いただいたものの中には、あまり私の意図しているものは含まれていないです。でも、例

えば１つ、今、きょうすごく話題になって私はうれしく思っているんですけれども、外部

評価委員を入れたいというのは私のまず考えていったものです。それは私自身の経験で、

私は一般区民として中野区というところで外部評価委員を１７年度、１８年度やらせてい

ただきました。その段階で、そこは学識者の方も３名入って、区民が公募で六、七名です

が入って、平成１７年は人口３２万人の中野区の外部評価全分野をしました。大変な作業

でしたけれども、そこでやはり行政がどんなに、一生懸命やっているんですけれども、無

駄があったり、成果というのを気にしないでやっていて、ご指摘があったように自己評価

のようなことを、行政というのはどうしても自己評価をするような、教育行政もそうです

けれども、濵田委員がおっしゃったような教育行政も自分で評価をするという、そういう

風潮が非常にありまして、やっぱり甘く見ているんだということをその段階で、１７年、

１８年で経験しておりましたので、外部評価を入れたいというのを思いました。 

 私が来て何が変わったということでございますけれども、例えば大阪市全体ではネット

ワーク推進員というものがずっとありましたが、それが今年度の３月で全市的になくなる

ということで決まっておりました。ですから全市なくなってはおります。でも東成区とし

ては、私は昨年度就任していただいてから各連長さんに回ったときにお聞きしたり、地域
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の方にお聞きすると、各校下に１人ずつ地域福祉ケアということをする担当がいなくなる

と、区長、地域が壊れるよと、今までのつながりや見守り関係というのか福祉関係が崩壊

することになるよということを強く強く教えていただいたので、東成区として、先ほど濵

田委員からも１億ぐらいの実際の予算ではないかというお話がありましたけれども、今年

度もあまり変わりません。その中で東成区だけは２,３９０万円という予算を確約、例えば

この中には放置自転車対策ということで２４年度は１,２００万かかっておりますが、現場

のほうに知恵を出してくれということで８００万に減らして同じ効果ということで４００

万浮かせたりして、集めて２,３９０万という、区の中の自由になる４分の１近い予算を入

れて、新たなネットワーク推進員というのではなくて、より一層、地域包括ケア、地域の

方々が福祉的な部分、セーフティネットの部分で安心してこれからも住んでいただけると

いうことで、おまもりネット事業を核とした高齢者・障がい者等の見守り事業ということ

で、これもおまもりネット事業ということも、区民さんが今までつくられておやりになっ

てきたものを見させていただいて、これは東成として生まれてきて、地域の方々が、区民

の方々が育ててきた一番現場に即したよいものだということで、東成はこれを残しながら

福祉をより一層、今までのものを大切にするというのも私の方針でございますので、そう

いう形でやらせていただいたりするのが今年度入ってきております。 

 それから、例えば今、ちょうど区役所のほうでやっておりますけれども、平和を考える

会ということで、終戦記念日を挟んで先月末から、下旬から、参議院選挙の後から、今は

区民センターの１階でもですけれども、パンジーのほうでも、平和を願って折り鶴を折っ

ていただこうということをしたり、パンジーのほうでは大阪が空襲に遭った、現実に遭っ

たんだということが今ＤＶＤでもわかるようなことをして、１７日はこの場所でそういう

平和を一緒に大切だということを考える集いをしようとか、そういうようなことを進めて

きております。 

 ただ、ほんとうに、もう１つは、区民さんにもっともっと厳しい意見を言っていただき

たいというのがお願いでございます。団体様の不平不満があるということをもっともっと、

これじゃあたまらんということを職員にも強く強く言っていただきたいし、もちろん私に

も強く言っていただきたいと思います。私としては、各種団体さんが今までやられてきた

ことというのを非常に東成区長として誇りに思っています。これを維持、発展していただ

く方策というのを、どういうふうな形として区役所がご支援できるかということが非常に

考えるべきことだと思っています。一方、やはり事務局機能というものはなかなか、職務
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専念義務というのが世の中全体として日本中として言われております。ですから公務員が、

税金で食べている公務員が、給料をもらっている公務員がここまでしか、ここは手を出せ

ない、ここは手を出していいというところが非常に厳しく問われるようになって、これは

世の中の流れになっています。ですから、事務局機能としてお手伝いすることが難しくな

ってきたり、あと補助金のお金の問題、財政的な面も困難な面、こういう方向性はなかな

か、そうではないよということで根本的に変えることは、東成区独自ということは難しい

のが、これははっきり申し上げたほうがいいと思っていますけれども、でも、じゃ、こう

いう形でこれから東成区として各種団体さん、特に母子会なんかは日本で１つしかない、

一時は５,０００人会員が、今でも２,５００人いらっしゃるという、そういう日本の誇り

の団体さんがあったりする区でございますから、そこでこそできるような、それから私の

中では持続可能な地域経営、地域社会をつくっていくということは、まさしくＣＢ／ＳＢ

というと新しい言葉になりますけれども、そもそも各種団体さん、地域振興町会さん、社

会福祉協議会さん等々がおやりなっています、ソーシャル・ビジネスといいまして、公共

的なことをやってきていらっしゃるのがそもそもＳＢというものに該当すると思っていま

すので、私は、地域がこれから持続可能な経営になるというのは今までおやりになった各

種団体さん、地域振興町会さん、社会福祉協議会さんがこれからも発展していく形をどう

今つくっていくかということを、日本全国、それから大阪市のそういうかせはありますけ

れども、つくっていくことが最大、大きな課題だと思っていますので、そこは今、いろい

ろと施策も考えておりますが、それもパンジーも含めて一緒に区民さんとともにつくり上

げていきたいと思っていますので、これから厳しい、もっともっと厳しい意見を言ってい

ただいて、一緒につくり上げていきたいと思っていますので、これからもどうぞよろしく

お願いしたいと思っております。 

【清水議長】  舩津さん、何かご意見ございませんか。ありましたら。時間も大分たっ

てまいりましたので。 

【舩津委員】  失礼します。様式５の１－１ですけど、若い世代やマンション住民をは

じめ、多様な世代が参画して区民が地域を経営し云々ということになっています。それの

戦略の進捗状況で、地域活動協議会が設立されて戦略が順調に進んでいるということでご

ざいますけれども、この地域活動協議会、おそらく１校下大体５０名から７０名ぐらいお

いでかと思うんですけれども、この方の平均年齢が大体６５歳以上だと思うんです。ほと

んど若い方が入っていないというふうに思います。それで、この若い世代やマンションの
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住民が入ってというのは、感じではちょっとおかしいんじゃないかというふうに思います

けどね。現実には、６５歳以上の人が実際には地活協を運営されているというのが現実じ

ゃないかと思います。一部、小学校のＰＴＡ関係のほうの方も入っておられますけれども

非常に少ないということで、また青少年三団というても、ほとんどが５０近い、６０の青

少年三団体の方が多いということが現状だと思います。その辺からも１－１の戦略的なと

いうような、若い世代やマンションということ、これもひとつ考える必要があるんじゃな

いかと思うんですけれども。 

 以上でございます。 

【中川（隆）課長】  中川です。地域活動協議会につきましては、今回はいろいろな地

域の、お住まいの近くのこと、例えば川が近くであれば川のこととか、いろいろなことを

いろいろな人が力を合わせて考えていくというようなテーブルで、本来はそういうような

テーブルがないから、地域のほうでこういうテーブルが要るよねというようなお話が醸成

されてきて、それで地域でボランティアで活躍されている団体さんがいろいろな意見交換

をしながら協力をするみたいなことが、本来の私が思い描いた地域活動協議会でございま

すけれども、これは申しわけない、いろいろと大阪市の都合もありましたが、非常に時間

のない中で地域の皆さんにご無理を申し上げました。若干の手順の逆転というような、そ

ういうことがあったと思いますので、そういう意味でいくと皆さんへの周知度もまだまだ

この数字のとおりですし、これからの課題であると思っておりますが、ただ、そういうい

ろいろな地域の中でボランティアで活動されていて、一生懸命地域を愛しておられる方た

ちがいろいろなことを話し合うテーブルが要るという方向については、これは我々以前か

らずっと思っていたことですし、これからそういうテーブルが必要になる、テーブルとい

うか会合を先につくって、つくりに行く形を少し出してしまいましたので、非常にわかり

にくくなっておりますけれども、今、舩津委員ご指摘の若い世代、確かに平均年齢はどの

校下も、申しわけありませんがそんなに低くはございません。ただ、もともとが東成区は

社会福祉協議会活動が非常に熟成をされておりましたんですけれども、いろいろな各種団

体がそもそも参画している社会福祉協議会がありました。言いますと、今ご指摘の中にあ

ったように幼稚園のＰＴＡさんですとか小学校のＰＴＡさんですとか、そういう団体も入

っておられます。地域活動協議会が１１校下でできましたけれども、全ての校下でＰＴＡ

関係の団体は参画をいただいております。そういう意味で言いますと、この評価自体が甘

いというご指摘は先ほど来いただいておりますし、真摯に受けとめるべきでございますけ
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れども、今まで地域のことをお話しする場になかなかつながらなかった人たちが少しつな

がり出したというのは、ちょっと手前みそではございますが、私も実感はしております。

それが針小棒大に評価をしておりますので、そこは非常に申しわけなく思いますけれども、

きっとこれから今後、この地域活動協議会をベースにしまして、いろいろな方の意見が交

差するような、そんなテーブルになっていくと私自身は信じておりますし、そういうふう

に区の職員が頑張って皆さんにご説明不足を補完していかないかんと思っておりますので、

少し長くなりましたが、今後の決意ということもご理解いただきまして、私のほうからご

説明にさせていただきます。 

【清水議長】  篠崎さん、どうぞ。 

【篠﨑委員】  今、中川さんが言いはったから言いにくいかもわかりませんけれども、

区長さんが公募で初めてこの区長というお仕事をされて、周りにいる職員の方は、新しい

人もおられますけど、やはり何年かされている方がそばにおられると思うんですよね。大

体ええ指導者を得なあかんですけれども、今の場合はやっぱり職員の人が区長を立てなあ

かんと思うんですよね。どれだけ区長が立派な区長に見えるように、それぞれがほんまに

心を通い合った活動をやったかということも問われるんじゃないかなと思うんですよね。

だから公募だからいうて甘くはできませんけれど、なかなか今までの区長さんがやりはっ

たのとちょっと体質が違うと思うんですよね。これからまた５つのブロックにするとなる

と、区長はどないなるのかなというのを、また職員も首を切られるのと違うかなという中

の、ぎくしゃくした中での大阪市のそれぞれの区の、いわゆる区役所の運動をしてはると

思うんですけど、一番困るのは我々、やっぱりそこにいてる住民です。だから、そういう

点で、先ほど清水議長さんも言われたけど、地域活動協議会はそれこそほんまに振興町会

があったから１１校下がスムーズにできたと思うんですけれども、できたら職員の人は、

ある面でいったらほったらかし違うかなと。もっと手とり足とり、やはり地域振興会の、

頑張ってはった町会の人とか役員さんなんかを立てながら、いろいろ経験も聞いてやって

いけばいいのと違うかなと。だから、結成はしても中身が動いていないのと違うかなと思

うんですわ。だから、そういうところは、ほんまに動けるような形の地域協議会をしてほ

しいなと思います。 

 以上です。 

【清水議長】  貴重な意見をいただきましてありがとうございます。 

 ４時２５分になってまいりましたので、このあたりで閉会したいと思うんですが、区長
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さん、よろしいですか。何か。 

【森区長】  舩津委員がご指摘いただいたとおり、私もあそこの文章、中浦が読んでい

るときに「ん？」と思いました。やっぱり、そこは現実どうなんだというふうに思った文

章が、やっぱり内部評価で出てくるのかなというふうに思いました。だからもっと行政と

しては、区役所のトップとしては厳しい見方を自分自身にしなきゃいけないというふうに

思った次第でございます。私として、若い世代をこれから地域の中の活動者にしていくこ

とというのは、非常に、つい４日に区民まつりがございましたけれども、昨年の区民まつ

りに、就任してわずか数日のときに出させていただいたときに、各テントを回らせていた

だいて各連長さんたちとお話ししたときも、「区長、これから若い担い手がどうなるかが不

安なんだぞ」ということをすごく、その時点でお聞かせくださいました。私もすごく、そ

こを課題として認識しておるわけですけれども、なかなかそこのところで難しくて、これ

もいつもいつも例に出すわけですけれども、去年の盆踊りのときに、私が住んでいるマン

ションで１階に、出かけるときに「盆踊りが地域でありますから来てくださいね」ときれ

いに張ってあったわけですけれども、帰ってきて見たら、「いつまでやるんだ、うるせえ」

というのが一文書いてきて、何ということだと私は思ったわけですね。だからどういうふ

うなことで地域の方々がお祭りをしているのか、普段どういうふうに地域が、安全がまた

守られてここに住んでおられるのかということを知らない若い世代の方がものすごく多い

と。ですから、区長として、行政として、これも１つやらなきゃいけないのは、地域が、

東成がどういう形で実際に日々成り立っているんだと、地域の方々、各種団体さんがずっ

とずっとやってこられて、今も毎日、日々やっておられるその奉仕をここでやっていらっ

しゃるところがあって成り立っているんだということを、おそらく実際どういうものなの

かということを、広報担当という、区役所、区の全体の区民さんの中の広報担当として自

分が一番いると思って、もろもろの方法、手段、毎日ツイッターを打ったり、例えばフェ

イスブックというのも、最新のネットの機会も使いながら、そういうことをより多くの区

民さんに知っていただいて、じゃ、自分もやろうかということを思うようになっていただ

ければいいと思っています。タウンミーティングでもおとといそういう話をしてきました

けれども、やっぱり知らないんだよ、知らないんだよということを、全然私は知らなかっ

たと若い方が来るとおっしゃいますので、そういうことをやっぱり知っていただくことが

必要だと思っています。そこからやっぱりやろうという気が生まれると思います。 

 あと、地域活動協議会のご不満というのも私の耳に非常に入っております。実はこの東
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成では今里校下さん、それから深江校下さんが、平松市長の時代のときからモデル地区と

して大阪の中で手を挙げてくださって、地道に地道につくってこられていらして、成功事

例もつくってくださったので、そういうことに対して、これもまた区長としてもそうです

けれども、区役所としてもそうですけれども、広報活動として、こういうことが今までお

やりになった今里校下さん、深江校下さんでは成功してきていますよ、こんないい面があ

りますよ、こういうやり方があられるようですよということを、もっともっとしなくては

ならない面があったと反省しております。こういう反省を踏まえて、先ほどまたパンジー

の話に戻りますけれども、パンジーで区民さんがやられている活動が、いつでも区民が来

たら見られるような、わかるような形で地域振興会、社会福祉協議会さんを中心とした地

域活動協議会が１１校下どんなことを日々やられているのか、それから未来わがまち推進

会さんですとか各種団体さんがどういうことをおやりになっているかということをパンジ

ーにもいつも常時展示できるようにもして、区民さんが知って、いつでもわかるし、じゃ

自分もやってみようということができるような形にも持っていきたいと思っています。そ

ういうことが、今までやったこと、おやりになってきた歴史というのを大切にしてこそ、

新しい未来はつくれるというふうに、温故知新、知新ということを非常に大切にすること

を私の中の方針としていますので、東成はこれからも区役所がそういう方針で進んでまい

りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【清水議長】  どうもありがとうございます。 

 しかし、私、これらの評価を見まして、まあまあ、ある程度達成できたということはえ

えんじゃないかと思います。全然できなかったというよりはね。これはやっぱり地域の方々、

協力していただいているからできるわけでありまして、やはり地域を大事にしてあげると

いうことをよう考えてやっていただきたいなと思います。 

 それから、２６年度予算ですね。この予算の配分を、私、最前も言いましたけれども、

今のやり方やったらこれはだめなんです。これ、僕が区長やったらどうするかというたら、

各校がこれだけ予算ありますよと。これだけありますけれども、校下でどのように使った

らいいか出してくださいと。これをやらなあきまへん。今回は予算が来たからそこへ行っ

たでしょう。校下へね。そやから一般の人は全然知らんわけです。３月中に出さないかん

とこうなっているでしょう。だから、もっと早い目に、これは何ですか、市会の予算、い

つ組むんですか。 

【岡崎議員】  予算が市会におりてくるのは３月。 
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【清水議長】  １０月ごろですか。 

【岡崎議員】  ３月。市会におりてくるのは３月。１０月で形成して、年末ぐらいに来

て、市会におりてくるのは３月です。 

【清水議長】  そのときの予算を先に言うてあげて、区のほうから校下のほうで、例え

ば１００万円なら１００万円あると。これ、どういうふうに使いますかと言うて出したら

ええわけですよね。ほんならそこには婦人会もあるのでいろいろな団体あるでしょう。ど

う使うんやと。それ、やらなだめですわ。今回のを見ていましたら、はぐくみが何ぼ、そ

れから学校開放が何ぼ、これ、皆こうなっているんですよ。だから、予算のないところと

いえばはぐくみだからできないというようなことになるでしょう。多いところはやりやす

いと。だから、校下に対してこれだけのお金がありますよと、だから校下はどのように使

いますかと。それで予算を統一してから決めたらいいんですよ。それをせん限り、無駄金

です。僕から言わせたら。もっと使う方法がありますわ。ところが、去年の３月、早く出

す、３月末で申請しないかん、そうでしょ、なっていましたでしょう。そやから、もうし

ゃあないから出せ出せ、こうなったんです。だから余裕があればもう少し校下の人、考え

ると思うんです。岡本さん、そう思わへん？ 

【岡本（秀）委員】  そうですね。我々も絶えず予算を立てないかん、事業計画を立て

ないかん、夏ぐらいから考えているんですけどね。先が決まらんのでね。 

【清水議長】  そういうことですので、えらいすんませんけど、ひとつその点もよう考

えていただきまして、お願いいたしたいと思います。 

 ほかにご意見ございませんか。４時半に閉会の予定やったんですが。閉会させてもうて

よろしゅうございますか。 

 それでは、ありがとうございます。 

 何か副議長、締めてくれまっか。 

【濵田副議長】  長時間にわたりいろいろとご意見をいただき、また出まして、次回ま

た機会があればより一層の皆さんのお考えをおまとめいただいて、今度のときはぜひ言う

てやろうと、発言してやろうという気持ちを持ってやりたいと、かように思っております。

これは議決する会でないということでありますので、議決はないんですが、この会は出席

人数によって有効であるということは何か議決されたような気もするんですが、ともかく

やった成果は次の機会に、また区の行政の計画といいますか立案といいますか、に役立つ

ような意見を我々が少しでも述べたという皆さん方の自負をもって、東成区の発展のため
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にお互いに協力していきたいと、かように思います。まとめということでございますが、

まとまったかまとまらなかったか知りませんが、長時間にわたり、また聞いていただいた

一般の方もありがとうございました。また機会があればぜひともご出席いただき、また聞

いたのを区長宛てのメッセージなどで申し出てもらえればと、かように思います。ほんと

うに長時間、ありがとうございました。 

【與那課長】  議長、副議長をはじめ、委員の皆様方には、スムーズな議事進行にご協

力いただきまして、まことにありがとうございました。長時間にわたり、中には厳しいお

言葉も含めて頂戴いたしました。ありがとうございます。今後の区政運営に十分参考にさ

せていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はほんとうにお疲れさまでございました。これをもちまして、第１回東成区政会議

を終了いたします。皆様、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。（拍手） 

―― 了 ―― 

 

６ 配布資料  添付のとおり 


